
千葉中央コミュニティセンター及び千葉市役所本庁舎活用検討地　サウンディング型市場調査　質問回答

No. 質問日 該当箇所 対象地

1 説明会事前質問
実施要領
Ｐ４～５
４（２）

両方
千葉市側でイメージしているコミュニティーセンター・市役
所本庁舎将来活用検討地の活用例

新庁舎周辺の賑わい創り、活性化につながるための事業手法の検討に
あたり、公共施設だけでの賑わい創出には限界があることから、民間
事業者の皆様からの提案やアイデアを広くお聞きすることとしまし
た。
千葉中央コミュニティセンターにおいて市が想定する事業手法につい
ては、実施要領の資料３をご参照ください。

2 説明会事前質問
実施要領
Ｐ４～５
４（２）

両方
既存のコミュニティーセンターの機能、あるいは周辺環境に
対して、周辺住民等から上がることが多い要望

既存の中央ＣＣの機能に関する要望は、特に確認しておりませんの
で、明確な要望は把握しておりません。
新庁舎整備調査特別委員会（千葉市議会）からは、庁舎周辺のまちづ
くりへの寄与について、「新庁舎が千葉駅から千葉港へ続く臨港プロ
ムナードの中間に位置する、誰もが気軽に立ち寄れる象徴的な建物と
して、新たな人の流れやにぎわいの創出に貢献する場所となるよう検
討する」よう要望が提出されています。
（「新庁舎整備の進め方に関する要望書」（平成２９年１１月））

3 説明会事前質問
実施要領
Ｐ４～５
４（２）

両方
特別養護老人ホーム等の高齢者介護施設が事業対象となる
か？

対象となります。
ただし、敷地の活用条件の原則として示している、借地借家法第２３
条に基づく事業用定期借地契約においては、居住用途の事業用建物は
除外されますので、ご留意ください。

4 説明会事前質問
実施要領
Ｐ４～５
４（２）

両方 契約内容の詳細
今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。

5 説明会事前質問
実施要領
Ｐ４

４（２）イ
両方 対象土地は更地引き渡しかどうか

今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。

6 説明会事前質問
実施要領
Ｐ５

４（２）オ
千葉市役所本庁舎将来活用検討地

『千葉市役所本庁舎将来活用検討地は、令和６年度
（２０２４年度）頃まで活用することができない見込み』と
示されていますが、これは市にて実施される既存庁舎建物の
解体撤去を見込んだ時期でしょうか？
≪当方が認識している現時点の新庁舎整備予定日程≫
◆令和4（2022）年12月末：新庁舎完成

◆令和5（2023）年度の早い時期：新庁舎供用開始

◆令和7（2025）年1月末：全体工事完成

新庁舎整備事業のスケジュールでは、新庁舎の供用開始後に既存庁舎
解体工事、既存モノレール連絡通路の解体工事、及び駐車場等外構工
事を計画しており、令和７年１月末に完了する予定です。
既存庁舎建物の解体撤去はご質問の期間に見込んでおります。

7 説明会事前質問
実施要領
Ｐ５

４（２）オ
千葉市役所本庁舎将来活用検討地 令和7年度から活用できるという事でしょうか。

新庁舎整備事業は令和７年１月末に完了する予定であり、新庁舎整備
事業では、それ以降に千葉市役所本庁舎将来活用検討地において工事
や土地使用を行う予定はありません。
ただし、既存本庁舎の雨水管、汚水管、アスファルト舗装等の残置物
の取扱い等により、活用可能時期が変わりますので、ご留意くださ
い。

質問 回答

更新日 令和２年１１月２７日
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No. 質問日 該当箇所 対象地

8 説明会事前質問
実施要領
Ｐ６

４（３）エ
千葉中央コミュニティセンター

本実施要領で当該地を活用した事業アイデアとして「千葉中
央コミュニティセンターに入居している事業者との相乗効果
が見込まれる当該地の活用方針」について提案やアイデアを
求めるとの記載がありますが、既存入居テナントの取扱いに
ついて市の方針や考えがあればご教示ください。
選択肢として、既存入居者との契約解除も含まれると考えて
よろしいでしょうか。

市の方針や考えは特にありません。
現時点では、どのような選択肢も否定するものではありません。

9 説明会事前質問
実施要領
資料１

両方

駐車場に関わる事項
・現状の駐車場の稼働について
・運営時間、状況
・運営面での課題、困りごと
・市民の方々への希望、要望

下記をご参照ください。

※No.9　回答

質問 回答

市役所市民駐車場 千葉中央コミュニティセンター駐車場

　現状の駐車場の稼働について
　・駐車可能台数 無料時間帯（平日７：００～１８：００） １８２台

　３５１台 　内訳　一般時間貸　８１台
　内訳　一般駐車　３４１台 　　　　　月極　　　　 １０１台
　　　　　おもいやり（障がい者等用）駐車　１０台
有料時間帯（上記時間帯以外）
　２９８台
　内訳　一般駐車　２８８台
　　　　　おもいやり（障がい者等用）駐車　１０台

　運営時間、状況
　・利用時間 無料時間帯（平日７：００～１８：００） ５：３０～２４：００（有料）

有料時間帯（上記時間帯以外）

　・料金 平日（開庁日） 一般時間貸　
　１８：００～２２：００　　５０円／３０分 ４００円／６０分
　２２：００～翌７：００　 ５０円／６０分 それ以降　２００円／３０分
土日祝（閉庁日） （上限金額なし）
　７：００～２２：００　　　５０円／３０分 ※障がい者手帳等提示で無料
　　　　　　　　　　　　　（最大　６００円）
　２２：００～翌７：００　 ５０円／６０分 月極
※身体障がい者手帳等提示で ２３，０００～２３，５００円／１台
　２時間まで無料

　・利用制限
無料時間帯（平日７：００～１８：００） 特になし
　市役所に用務のある方のみ利用可
　（原則２時間以内）
有料時間帯（上記時間帯以外）
　特になし

　運営面での課題、困りごと 精算機が障がい者割引に対応していないことです。 建物老朽化に伴う、漏水・壁面破損です。

　市民の方々への希望、要望 特にありません。 特にありません。

両駐車場とも時間帯を問わず、大型車両の駐車は不可
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No. 質問日 該当箇所 対象地

10 説明会事前質問
実施要領

資料２　Ｐ３
 ３（１）イ

千葉中央コミュニティセンター
【中央ＣＣ】

施設規模においてスポーツ施設は必要ないという事でしょう
か。
（地域住民にとっても）

スポーツ施設のうち、体育館、柔道場、剣道場は（仮称）千葉公園体
育館へ機能集約するため、整備の必要はありません。
プールについては、年間６万～７万人程度の利用があり、施設の開設
以来、こどもからお年寄りまで幅広い世代の地域住民に長年親しまれ
てきた施設になります。なお、プールの再整備の方針については、現
在検討中です。

11 説明会事前質問
実施要領
資料３

千葉中央コミュニティセンター
千葉中央コミュニティーセンターにおける想定事業手法のパ
ターンB・D・Fの中で、貴市が必要な面積や賃料の目安につ
いて教えて頂けますでしょうか。

現在検討中です。今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏ま
えて、決定する予定です。

12 説明会事前質問 ― 両方
千葉中央コミュニティセンターと千葉市役所本庁舎将来活用
検討地の２敷地両方を一つの公募で対象とする予定ですか？
あるいは、別々の公募とする予定ですか？

今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。

13 説明会事前質問 ― 両方
対話の内容や採用する事業手法によって変わってくると思わ
れるが、サウンディング以降の今後の想定事業（事業者選
定）スケジュール

14 説明会事前質問 ― 両方 今後のスケジュール

15 説明会事前質問 ― 千葉市役所本庁舎将来活用検討地
新庁舎整備予定を踏まえ、現時点で利活用に係る公募開始時
期の見込みはいつ頃でしょうか？

今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。
なお、公募時期は、最短で令和５年度以降となる見込みです。

16 説明会事前質問 ― 両方
事業者の選定時、参加資格要件として現時点で想定している
事項

今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
や参加資格要件を検討し、別途お知らせします。

17 説明会事前質問 ― ―
説明会参加者名簿の作成の有無（興味を示している事業者同
士による情報交換、コンソーシアム組成促進目的）

参加者名簿は、説明会出席者に限りお渡しいたします。

※受付にて名簿への掲載を許可いただいた方のみ掲載します。

18 11月10日

実施要領
Ｐ４

４（２）イ、
資料３

千葉中央コミュニティセンター
千葉中央コミュニティセンターの既存建物の解体は相当な費
用がかかると思われるが、その負担についてどのように考え
ているのか。

事業開始時については、実施要領の資料３をご参照ください。
契約終了時は、借地借家法第２３条に基づき、原則として建物を取り
壊して土地を返還することとなっておりますが、今回のサウンディン
グ型市場調査の対話内容を踏まえて、公募条件を検討しますので、建
物の取扱いや解体費用の負担についても、民間事業者の皆様からの率
直なご意見・ご提案をお願いします。

19 11月10日
実施要領
Ｐ４

４（２）イ
両方 居住用を不可とした理由は。

対象地の特徴として、「臨海部との連携や賑わい誘導を図る臨港プロ
ムナード沿いに立地し、新庁舎整備などの公共空間の利活用エリアに
隣接すること」や、新庁舎整備調査特別委員会より賑わい創り、活性
化を要望されていること、事業用と居住用では定期借地権の事業期間
が異なることから、居住用を不可としています。

20 11月10日 ― 千葉中央コミュニティセンター
千葉中央コミュニティセンターの既存の建物図面を公表する
予定はあるか。

エントリーシートをご提出いただいた後、ご必要な方に公表させてい
ただきます。

今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。
なお、公募時期は、最短で令和５年度以降となる見込みです。

質問 回答
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No. 質問日 該当箇所 対象地

21 11月24日 ― 両方
国道357号について、今後車線増加等の計画はありますで
しょうか。

国道357号の地上部は、片側１車線に改良工事中であり、令和３年３
月末に完了予定です。
現在、車線増加等の計画はありませんが、改良工事後、市役所（東京
方面）側の道路内用地の利活用方法について道路管理者の千葉国道事
務所と協議中です。

22 11月24日
実施要領

資料２　Ｐ１
 １（２）

千葉中央コミュニティセンター
【中央ＣＣ】

過去に、中央CC各諸室の利用料金の改定は行われたことはあ
りますでしょうか。
改定したことがある場合、改定理由・時期をご教示くださ
い。

平成２３年４月に有料化して以降、消費税増税に伴い、平成２６年４
月と令和元年１０月に利用料金の改定を行っています。

23 11月24日
実施要領

資料２　Ｐ３
 ３（２）

千葉中央コミュニティセンター
【中央ＣＣ】

公共利用の中央CCの機能を残す場合、指定管理者制度をと
り、利用料金制をとる想定でしょうか。

再整備後においても、指定管理者制度及び利用料金制（指定管理者は
利用者が支払う利用料金を自らの収入とすることができる。）を活用
した施設管理を行うことを想定しています。

24 11月24日
実施要領
Ｐ６

４（３）ウ・エ
千葉中央コミュニティセンター

千葉中央コミュニティセンターを整備するにあたり、既存機
能の中で残すべき(あるいは貴市として残したい)機能の有
無、その内容をご教示ください。

中央ＣＣの利用状況（資料２）及び周辺の類似公共施設の配置状況を
踏まえると、今後も必要な機能と考えておりますが、今回のサウン
ディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法等を検討しま
すので、民間事業者の皆様からの率直なご意見・ご提案をお願いしま
す。

25 11月24日 ― 千葉中央コミュニティセンター
サウンディング結果概要の公表（令和3年3月頃）後の事業者

選定スケジュール（実施要領資料３に記載の事業手法A～G
パターンそれぞれ）をご教示下さい。

事業者選定スケジュールについては、事業手法（解体・減築工事の有
無や工事主体等）によって変わるため、現時点ではお知らせできかね
ます。
今回のサウンディング型市場調査の対話内容を踏まえて、公募の方法
やスケジュールを検討し、別途お知らせします。
なお、公募時期は、最短で令和５年度以降となる見込みです。

質問 回答
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